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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本電機工業会（JEMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規

格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規

格である。これによって，JIS C 4607:1999 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 C 4607：2023 
 

引外し形高圧交流負荷開閉器 
AC load break switches with tripping device for high voltage 

 
1 適用範囲及び引用規格 

1.1 適用範囲 

この規格は，公称電圧 3.3 kV 又は 6.6 kV，周波数 50 Hz 又は 60 Hz で短絡電流 12.5 kA 以下，定格電流

600 A 以下の手動操作式又は電気動力操作式の三相引外し形高圧交流負荷開閉器（以下，負荷開閉器とい

う。）について規定する。 

なお，この規格の規定は，JIS C 4605:2020 に対応する引外し形高圧交流負荷開閉器に適用する。 

開閉頻度の高いコンデンサ用，電気炉用，モータ用などの負荷開閉器には適用しない。ただし，開閉回

数がこの規格の範囲内である場合，受渡当事者間の協定によって適用可能である。 

1.2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。 

JIS C 4601:1993 高圧受電用地絡継電装置 

JIS C 4605:2020 1 kV を超え 52 kV 以下用交流負荷開閉器 

JIS C 4609:1990 高圧受電用地絡方向継電装置 

JIS C 4612:2020 高圧受電用ディジタル形地絡継電装置 

 

2 標準使用状態及び特殊使用状態 

JIS C 4605:2020 の箇条 2（標準使用状態及び特殊使用状態）による。 

 

3 用語及び定義並びに負荷開閉器の種類 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 4605:2020 によるほか，次による。 

3.1.1 

引外し形高圧交流負荷開閉器 

引外し装置又は（過電流ロック形）トリップ装置をもつ高圧交流負荷開閉器。 

注記 3.1.2 で定義する引外し装置付高圧交流負荷開閉器と，3.1.3 で定義する過電流ロック形（トリッ

プ装置付）高圧交流負荷開閉器との総称である。 

3.1.2 

引外し装置付高圧交流負荷開閉器 

引外し装置をもつ高圧交流負荷開閉器。 


